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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成22年３月31日をもって提出した第16期（自　平成21年１月１日　至　平成21年12月31日）有価証券報告書の記載事項の一

部に誤りがありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第４　提出会社の状況

６　コーポレート・ガバナンスの状況等

(1）コーポレート・ガバナンスの状況

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿を付して表示しています。

 

第一部【企業情報】

第４【提出会社の状況】

６【コーポレート・ガンバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

　　（訂正前）

１～６省略

７．取締役の責任免除

　当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役会の決議によって、取

締役（取締役であった者を含む）の会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場

合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を

定款で定めております。

以下省略

 

　　（訂正後）

１～６省略

７．取締役及び監査役の責任免除

　当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役会の決議によって、取

締役（取締役であった者を含む）及び監査役（監査役であった者を含む）の会社法第423条第１項の賠償責任に

ついて、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額

を限度として免除することができる旨を定款で定めております。

以下省略
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